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 高齢者の社会参加、実態を訴え 

 12/9の市議会厚生委員会で、敬老パスを守る連絡会などが出した「利用

者負担割合引き上げに反対する陳情」の審査が行われました（３７団体から

陳情が出されました）。 

 年金者組合吉田さんが高齢者のための国連原則にも触れながら、高齢者

の社会参加促進のために、負担割合の引き上げをしないよう訴えました。 

 北区守る会の深沢さんは、敬老パスの上限と利用者負担が導入されてか

ら気楽に外出ができなくなり、通院や買物にも苦労している、これ以上の負担引き上げは一層外出を抑制すると

訴えました。 

 累進制見直し、額の引き下げ、負担割合据え置きが議論されたが  

 民主党は市が前回案よりも負担を引き下げたことを評価しましたが、自民党は返還期間の延長を評価し、一律

20%負担の実現、カードの随時交付の要望を述べました。公明党は一定の負担は仕方がない、負担額の差額を

3,000円程度にできないかと述べ、共産党は前回の改定の際に市民・議会の声を聞いて3～5万円の負担を20％

にしたのだから、今回も同様にすべきではないか、定率負担にした方が手間はかからないのではないかと述べま

した。 

 市側は、年間1億6千万円ずつ市の負担が増える、累進制は制度の根幹である、カード随時交付には数億円の

費用がかかる、可能な限り負担を低くしたのでこれ以上下げるのは無理、一律負担にした場合も交付のチェック

など手間と経費はかかる、などと回答しました。 

市の案に異論を挟みながら、陳情に反対 

 自民・公明・共産党が市の提案に異論を挟んだにもかかわらず、連絡会の陳情に賛成は共産党のみで、否決と

なりました。 

利用額  負担率 納入金 負担額の差額 

６万円 
決定 ２２．５% １３，５００円 ３，５００円 

当初案 ２３％ １３，８００円 ３，８００円 

決定 ２４．３% １７，０００円 ３，５００円 

当初案 ２５％ １７，５００円 ３，７００円 
７万円 

今回決まった敬老カードの新たな利用上限

と、利用者負担割合・金額 

 

現行有効期間１２ヵ月間 

使用延長期間 

１カ月 

返還延長期間２カ月 

2009年4/1～2010年3/31 2010年4/30まで 

2010年5/31まで 

 市は新たな利用者サービスの拡充として、2009年度分のカードから、「できるだけ残さず使い切れるように」

と、利用期間が年度末3/31までだったのを→4/30までに1カ月延ばすことになりました。未使用カードの返却受

付期間も、3/31→5/31までに延ばすことになりました。 

 これは多くの高齢者の要望で出されていたことが、一部取り入れられた成果です。 


